
国税徴収法第９５条の規定に基づき，差押財産を公売することを公告し，及び国税

徴収法第９９条の規定に基づき，見積価額を公告します。 

  平成２２年８月２日 

京都市伏見区長 北島 誠一   

１ 公売（入札）開始日時 

  平成２２年８月２４日午後１時３０分  

２ 公売（入札）締切日時 

平成２２年８月２４日午後２時００分 

３ 公売及び開札の場所 

  京都市伏見区深草向畑町９３番地の１ 

  京都市伏見区役所深草支所 ４階第２会議室 

４ 公売の方法 

入札 

５ 開札の日時 

  平成２２年８月２４日午後２時００分 

６ 売却決定の日時 

  平成２２年８月２４日午後３時００分 

７ 売却決定の場所 

  京都市伏見区深草向畑町９３番地の１ 

  京都市伏見区役所深草支所 ４階第２会議室 

８ 買受代金の納付期限 

  平成２２年８月２４日午後４時００分 

９ 買受人の資格その他の要件 

国税徴収法第９２条及び第１０８条第１項該当者は，買受人となることはできま



せん。 

１０ 公売財産上の質権者，抵当権者等の権利内容 

  公売財産上に質権，抵当権，先取特権，留置権その他公売財産の売却代金から配

当を受け取ることができる権利を有する者は，売却決定の日の前日までにその内容

を申し出てください。 

１１ 公売財産の表示，公売保証金額及び見積価額 

  下表のとおり 

売却区分 公売財産（名称等） 見積価額 公売保証金 

Ｍ３４０１３ 花瓶１ 40,000円 不要 

Ｍ３４０１４ 花瓶２ 25,000円 不要 

Ｍ３４０１５ 花瓶３ 10,000円 不要 

Ｍ３４０１６ 花瓶４ 15,000円 不要 

Ｍ３４０１７ 花瓶５ 5,000円 不要 

Ｍ３４０１８ 花瓶６ 15,000円 不要 

Ｍ３４０１９ 花瓶７ 15,000円 不要 

Ｍ３４０２０ 花瓶８ 10,000円 不要 

Ｍ３４０２１ 花瓶９ 5,000円 不要 

Ｍ３４０２２ 花瓶１０ 5,000円 不要 

Ｍ３４０２３ 花瓶１１ 10,000円 不要 

Ｍ３４０２４ 花瓶１２ 5,000円 不要 

Ｍ３４０２５ 花瓶１３ 15,000円 不要 

Ｍ３４０２６ 花瓶１４ 10,000円 不要 

Ｍ３４０２７ 花瓶１５ 20,000円 不要 



   

Ｍ３４０２８ 花瓶１６ 10,000円 不要 

Ｍ３４０２９ 花瓶１７ 10,000円 不要 

Ｍ３４０３０ 花瓶１８ 10,000円 不要 

Ｍ３４０３１ 花瓶１９ 10,000円 不要 

Ｍ３４０３２ 花瓶２０ 20,000円 不要 

Ｍ３４０３３ 花瓶２１ 10,000円 不要 

Ｍ３４０３４ 花瓶２２ 10,000円 不要 

Ｍ３４０３５ 花瓶２３ 15,000円 不要 

Ｍ３４０３６ 花瓶２４ 10,000円 不要 

Ｍ３４０３７ 花瓶２５ 10,000円 不要 

Ｍ３４０３８ 抹茶茶碗１ 5,000円 不要 

Ｍ３４０３９ 抹茶茶碗２ 40,000円 不要 

Ｍ３４０４０ 抹茶茶碗３ 30,000円 不要 

Ｍ３４０４１ 抹茶茶碗４ 40,000円 不要 

Ｍ３４０４２ 抹茶茶碗５ 15,000円 不要 

Ｍ３４０４３ 抹茶茶碗６ 15,000円 不要 

Ｍ３４０４４ 抹茶茶碗７ 4,000円 不要 

Ｍ３４０４５ 抹茶茶碗８ 5,000円 不要 

Ｍ３４０４６ 皿１ 5,000円 不要 

Ｍ３４０４７ 皿２ 5,000円 不要 

Ｍ３４０４８ 皿３ 5,000円 不要 

Ｍ３４０４９ 皿４ 6,000円 不要 



   

Ｍ３４０５０ 皿５ 3,000円 不要 

Ｍ３４０５１ 鉢１ 10,000円 不要 

Ｍ３４０５２ 鉢２ 10,000円 不要 

Ｍ３４０５３ 鉢３ 30,000円 不要 

Ｍ３４０５４ 鉢４ 5,000円 不要 

Ｍ３４０５５ 蓋物１ 3,000円 不要 

Ｍ３４０５６ 蓋物２ 3,000円 不要 

Ｍ３４０５７ 茶碗 10,000円 不要 

Ｍ３４０５８ 茶桶 3,000円 不要 

Ｍ３４０５９ 香合 3,000円 不要 

Ｍ３４０６０ 棗 3,000円 不要 

Ｍ３４０６１ 飯櫃 15,000円 不要 

Ｍ３４０６２ 蓋置 1,000円 不要 

Ｍ３４０６３ 香炉 4,000円 不要 

Ｍ３４０６４ 水指 15,000円 不要 

Ｍ３４０６５ 花器 5,000円 不要 

 

１２ その他事項 

   買受代金は，現金又は小切手（銀行又は信用金庫等の振り出した自己あて小切

手で，京都手形交換所加盟金融機関を支払人とするもの｡)でなければ納付できま

せん。 

   見積価額以上の入札者のうち最高価額の者を最高価申込者と決定し,売却決定



を行います｡  

  公売財産の取得時期は，買受代金の納付があったときです。公売財産に係る危

険負担は，買受代金の全額が納付されたときに買受人に移転しますので，取得後

のき損，焼失等による損害の負担は買受人が負います。 

  京都市は公売財産についてかし担保責任を負いません。 

（伏見区役所深草支所区民部納税課） 

 

 


